
事業系ごみの減量推進と適正処理の促進

事業者の責務1
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※適正な処理とは
　●事業系一般廃棄物の場合、大阪市または、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託してください。
　　（一般廃棄物を排出する際には「中身の見えるごみ袋」を使用してください。）
　●産業廃棄物の場合、廃棄する品目を取り扱いできる産業廃棄物処理業者に委託してください。
　　委託契約は書面で行い、産業廃棄物を引き渡す際には、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を
　　交付しなければなりません。
　○専ら再生利用となる古紙・くず鉄・空きびん類・古繊維については、これらの品目のみの収集・
　　運搬又は再生を行うものに委託できます。
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